
第 ラ巻第 1競

内竺盛・
竺占言，

〆切ミ

Vol. V. No. 1 

委員
THE BOLLETIN OF JAPANESE 

SOCIETY OF PHVCOLOGV 

昭和 32年 5月 May 1957 

目次

牧野先生の思い出 ……目・ー…一回・・・ー………………..i...…問問 喜一 1 

紅務エゾナメシの雌性熔官 ......................................一時間 似
....・ J 正i711Z太郎

陸奥国大間産紅言語アカハダの体の構造と .， ， 
生殖禄官1(.就いて ……・・………J …… )11端消策， 8 

紅務ニセカレキグサ及びアカパに於げる略性
-三上日出夫 14

生雄i¥ll}官の発遂について

スギモクのE底壬lκEおける勾配のE逆r!i伝.一….一目.….リ.. ….一.. ….一".一….一..ニ二....円...….一.. 一….一.竺<リ….. 一.片巾1沢 {信昌午 2幻l 

ラツパモクの分布iκ己事就tいて.….い.. 一….一.. 一….一.. い….一.. い….一.. ….一.. …...….一...り.い.….一….一.ι -;.王.一….一....111 1万 幸男 24 

“Algae"という 名のイルカ ……・…・・・ー………・・…ぃ…υ ・時 間 匂1; 25 
クロキヅタ Cauleγpαscalpellifoγ刑 is(R. BROWN) AG. var.・野村議弘 25

dent似 dαtα (DECSN.)WEBERVAN Bos.のー産地

澗沼臨制実験所の誕坐 …..............................…一・・・・ー…・佐 藤 正己 25 

新著紹介 へJレムケ及びクリーゲル共済 ・.................二…ー…......... ・・ 26
也子顕微鏡像J(. おける珪部類の被~.õt 可 ← 

学 会 主張 事 ・・・・ ー…・・・・・…・・…………・…f…..一……..............30 

日 本藻類率舎

JAPANESE SOCIETY OF PHYCOLOGY 
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(総貝1])

第 1条 本会は日本務類学会と称1;る。

第 2 ~長 本会は務学の進歩普及を!gjり，Uf=ぽて会員相互の述絡並n:.親|陸を図ることを

目的とする。

第 3条 本会は前条の目的を逃するために，次の事業を行う。

1. 大会の開催(年 1回)

。2. 務類IL関する研究会，講習会，採集会等の開催

3. 定JWl'U行物の発刊

4. その他前条の目的を達するために必要な丁n業
第 4'条本会の事務所は会長のもと IC.おく。

第 5条木会の事業年度は 4月1仁IIL始まり，翌年3月31日fL終る。

(会員)

策 6条 会員は次の 3怒とする。

J 

1 普通会員(務類IL関心をもち，本会の趣旨l7:賛同する個人叉は団体で，役員会

のJJ;諾するもの)

2. ~IT会員(蕊学の発達Icn献があ り， 本会の趣旨K賛同するイ|高人で，役員会の

折f~隠するもの)

3. 特別会員(本会の趣旨に焚同し，本会の発展IC.特lζ寄与した納入叉は団体で，

役只会の扱薦するもの)

策 7条 本会1乙入会するには，住所，氏名 (81(.本名)，J!i;:;tを記入した入会申込illを会

:度 IC.~~I.\すものとする。

第8条 会員はf百年会Ti.300円を前納するものとする。 似し名誉会員及び特別会貝は

会裂を要しない。

(役員)

然 9 ~長本会fL次の役員をおく 。

会長 一名 (任!切lま2ケ作とする)

幹引 若干名 (任期lま2ヶ年とする)

会長ほ総会に於て会員中よ11ζれを選出すろ o 幹事は会長が会員ド1-1より ζ れぞfg

名する。

(刊行物1

第 10条本会は定期刊行物「部類」を年3!iil刊行し，会只κ無料で頒布する。

附則

乙の会則は悶和 28年 10月11門から施行する。


